
　第２期島本町公共施設総合管理計画（案）に関するパブリックコメント結果

募集期間 令和８年２月１０日（火）～３月１１日（水）
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意見提出件数 1件（1人）

※ご意見について、原則として原文どおり掲載しています。
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　旧教育センターにつきましては、現状、新庁舎建設に伴い一時的に倉庫として活用しているため、直ちに除却等を行うこ

とは考えておりません。今後につきましては、利用せずに保有し続けることで生じるコスト（維持管理費）と失われる利益

（貸付収入・税収）を念頭に、当該物件を公共の用に供する必要性の度合いや立地条件などを踏まえた市場性の観点

などから精査を行い、転用、貸付、売却、除却など、さまざまな観点からの活用を検討いたします。

　また、こどもが室内で遊べるスペースにつきましては、ふれあいセンター１階にキッズコーナーを設置しているほか、試行的で

はありますが、令和８年１月から同じくふれあいセンター１階プレイルームをこどもの遊び場として開放しておりますので、ぜひ

ご活用ください。

　学校体育館のエアコンにつきましては、スポットバズーカを設置しており、湿気がこもりにくく、においの発生を抑える構造と

なっております。エアコンの効果につきましては、ＷＢＧＴ（熱中症の危険度を判断する指標）により体育館を使用できな

かった日数につきまして、スポットバズーカ導入前は１０日を超える年もありましたが、導入後はほとんどなく、その効果は非

常に大きいものと認識しており、また、空調効果を向上させる対策等も講じております。

　なお、広瀬公民館につきましては、財産区の財産であり、本計画の対象とはしておりませんが、本意見があったことを申し

伝えます。

　今後とも、限られた財源と資産をこれまで以上に効率的に活用し、将来にわたって持続可能な自治体経営を進めてまい

ります。
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　旧教育センターは今後の活用方法を考えているとのことですが、耐震基準を満たしたいないのに、町の主要道路西国街道に面していて、万が一災害が起きた時崩れた

ら、中に人が居なくても道路に崩れた建物で救急車両などが通らなくなります。

　倉庫にしているより一刻も早く取り壊すかリノベーションして下さい。

　子どもが室内で遊べるスペース、児童館として民間企業と協力して取り組んで下さい。

　学校体育館や広瀬公民館もエアコンがあまり効いていなかったり、臭いがくさいです。それさえも改善できないほど財政が苦しいのであれば、早く高槻市と合併したらいいと思

います。
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